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令和 4 年度診療報酬改定のポイント 
今回は、4 月に施行された「令和 4 年度診療報酬改定」から、クリニック経営に

関連の深い項目をいくつかピックアップしてご案内します。コロナ禍、高齢化、

働き方改革など、多岐にわたる課題解決を目指した改定となりました。

クリニックにおける平時からの感染防止対

策や、発熱外来の実施などの地域連携への参画

を評価する「外来感染対策向上加算（6 点 患

者 1 人につき月 1 回）」が新設されました。 

また、従前の「感染防止対策加算」は「感染

対策向上加算」に改称され、要件が見直されて

います。 

今回の改定でも、かかりつけ医の役割が強化

されています。 

まず、「地方包括診療・地域包括診療加算」は、

慢性心不全と慢性腎臓病が対象に加わり、算定

要件に「予防接種の相談」が追加されました。 

他の医療機関に患者を紹介する際に算定す

る「診療情報提供料Ⅲ」は「連携強化診療情報

提供料」にリニューアルをしています。紹介先

となる医療機関の範囲が拡大されるとともに、

患者 1 人につき月 1 回（従前は 3 月に 1 回）算

定できるようになりました。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例と

して実施された「オンライン診療料」が廃止さ

れ、「初診料（情報通信機器を用いる場合）251

点」などが新設されました。算定には施設基準

の届出が必要ですが、「オンライン診療料の算

定数を 1 割以下」「医療機関と患家との距離が

概ね 30 分以内」の条件は課されません。 

オンライン資格確認システムを利用した際

の評価として、「電子的保健医療情報活用加算」

が新設されました。 

初診料については、患者の診療情報等の取得

が困難な場合や他の保険医療機関から患者の

診療情報の提供を受けた場合には、令和 6 年 3

月 31 日までの期間、3 点を所定点数に加算で

きる経過措置も設けられています。 

他にも「リフィル処方箋」などの重要な変更

があります。下記 URL をご参照ください。 

厚生労働省「令和 4 年度診療報酬改定説明資料等について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html 
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看護師の給与データ 

今年 3 月に厚生労働省から、2021 年の給与に関する調査結果※が発表されました。ここではその

中から、看護師の給与データをご紹介します。 

 

男性の平均は 32.2 万円 

上記調査結果から看護師の給与を年齢階級

別などにまとめると、下表のとおりです。 

男性の経験年数計では、所定内給与額の平

均が32.2万円、年間賞与その他特別給与額（以

下、年間賞与等）の平均は 74.2 万円でした。

年齢階級別の所定内給与額では50～54歳が最

も高く、25 歳以上は 30 万円を超えています。

年間賞与等は、50 代が 100 万円を超える額に

なっています。 

女性の平均は 29.7 万円 

女性の経験年数計では、所定内給与額の平

均が 29.7 万円、年間賞与等の平均は 62.6 万

円となりました。年齢階級別の所定内給与額

は 55～59 歳が最も高く、40～50 代が 30 万円

を超えています。年間賞与等は 45～59 歳まで

の年齢階級が70万円を超える額となっており、

他の年代よりも高い状況です。 

看護師採用時等における、給与水準の参考

になりましたら幸いです。

※厚生労働省「令和 3 年賃金構造基本統計調査」 

ここで紹介したデータは 10～99 人規模の企業における 2021 年 6 月分の所定内給与額です。所定内給与額は、労働契約等であらかじめ定め

られている支給条件、算定方法により支給された現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額です。年

間賞与その他特別給与額は 2020 年の 1 年間における賞与、期末手当等特別給与額です。詳細は次の URL のページから確認いただけます。 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=0000011641

06&tclass2=000001164107&tclass3=000001164111&tclass4val=0 

所定内
給与額

年間賞与
その他特
別給与額
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男性平均 322.0 742.0 264.8 119.2 323.1 586.3 320.7 529.5 308.6 805.1 338.0 1,030.2

～19歳 - - - - - - - - - - - -

20～24歳 249.5 358.6 202.8 0.0 262.1 455.4 - - - - - -

25～29歳 313.5 357.2 306.7 0.0 349.2 469.2 298.2 400.3 - - - -

30～34歳 322.2 717.0 - - 333.3 694.3 344.8 665.6 292.6 783.7 - -

35～39歳 342.9 644.6 272.5 374.0 383.8 1,151.5 354.1 724.3 349.7 47.6 294.8 836.7

40～44歳 313.8 953.7 178.6 0.0 278.1 0.0 - - 321.8 1,032.4 318.7 1,137.5

45～49歳 312.0 909.3 220.5 309.3 303.6 801.1 - - 294.6 1,012.2 343.8 1,041.7

50～54歳 356.6 1,105.3 - - - - - - - - 356.6 1,105.3

55～59歳 355.0 1,027.1 - - 349.0 812.6 - - - - 355.7 1,051.4

60～64歳 302.8 840.3 - - - - - - 329.2 1,068.0 298.4 802.4

65～69歳 304.4 908.9 - - - - - - 304.5 923.4 304.1 870.4

70歳～ - - - - - - - - - - - -

女性平均 297.4 625.8 247.4 45.1 262.8 367.9 281.1 512.1 286.2 577.5 311.4 729.6

～19歳 - - - - - - - - - - - -

20～24歳 257.0 115.5 234.4 13.5 262.1 138.4 - - - - - -

25～29歳 279.1 338.4 263.4 17.5 280.5 245.5 281.1 450.8 - - - -

30～34歳 273.5 475.4 197.1 0.0 230.8 338.4 277.6 486.7 279.9 503.0 - -

35～39歳 289.6 587.7 227.3 0.0 248.9 571.6 260.4 535.9 299.9 491.4 303.2 716.7

40～44歳 305.1 696.0 - - 260.4 649.4 339.6 683.0 286.4 624.4 309.0 715.7

45～49歳 311.9 722.2 210.4 571.2 268.2 631.3 276.7 617.2 297.3 774.7 322.5 738.1

50～54歳 306.8 732.4 283.0 0.0 293.3 525.1 268.2 541.5 275.4 734.8 314.5 785.1

55～59歳 316.0 766.8 191.3 0.0 214.6 323.3 300.3 672.5 288.8 817.7 322.6 794.2

60～64歳 286.9 605.9 207.2 16.4 242.5 580.6 309.5 422.8 235.5 477.0 288.3 614.5

65～69歳 268.8 555.7 192.7 0.0 176.8 0.0 217.0 395.9 241.6 1,026.5 276.0 557.9

70歳～ 275.9 454.2 - - 135.0 290.0 - - 135.0 40.0 300.1 495.7

厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査」より作成

年齢階級・経験年数別　看護師の所定内給与額と年間賞与その他特別給与額（千円）

区分

経験年数計 0年 1～4年 5～9年 10～14年 15年以上

中村太郎税理士事務所
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医療機関でみられる 
人事労務Ｑ＆Ａ 

『結婚等で氏名が変わる場合の社会保険等の手続き』 

結婚のため氏名が変わる職員がいます。院内では、本人の希望に基づき旧姓を

名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きは

ありますか？ なお、当院は協会けんぽに加入しています。

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被

保険者証（以下、保険証）が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保

険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回

収し、日本年金機構への返却が求められます。 

詳細解説：

1．社会保険（健康保険）の手続き

保険証の氏名は原則、戸

籍上の氏名で表記されま

す。以前は、氏名が変更と

なった場合に氏名変更の届

出をする必要がありました

が、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐

づけにより、届出をすることなく新たな氏名

の保険証が発行され、医院へ届きます。新しい

保険証が届いた後に、古い保険証を職員から

回収し、日本年金機構に返却します。 

なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬

頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期

によっては、新しい保険証が届くまで 1 ヶ月

程度かかる場合があります。ちなみに、新しい

保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険

証を使用することができます。 

被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の

氏名も変更となる場合がありますが、被扶養

者の氏名が変更となったときには届出が必要

となります。健康保険扶養者（異動）届により、

新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい

保険証が届きます。 

2．雇用保険の手続き 

雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要

でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退

職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、

以下のような手続きをする際に、併せて届け

出ることになりました。この届出は、マイナン

バーをハローワークに届け出ている場合で

あっても、必要になります。 

◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届

◦ 個人番号登録・変更届

◦ 育児休業給付金  ◦ 介護休業給付金

また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓

の雇用保険被保険者証が提出されることがあ

ります。このような際は、資格取得手続きと併

せて新姓への氏名変更の手続きを行います。 

今回のように、氏名が変わる場合であって

も、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗る

ケースも多く見られるようになりました。旧

姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続

きは新姓で行い、管理する必要があります。こ

こでは社会保険の手続きを説明しましたが、

その他の手続きについても確認し、手続き漏

れがないようにしましょう。

中村太郎税理士事務所
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事例で学ぶ 4 コマ劇場 

今月の接遇ワンポイント情報 
『問題解決のパターン』 

ワンポイントアドバイス

問題解決の方法として、4 つご用意しました。 

各パターンの解説は、以下のとおりです。 

まず、自分がどの方法で対処するのかを理解する必要があり

ます。事例のアイさんのように、自分のことは見えない場合があ

るので、こういった機会を通じて周りの人から教えてもらう、あ

るいは自ら周りの人に尋ねてみるとよいでしょう。パターン1の

方法を身につけ、よりよい仕事と能力発揮を目指しましょう。 

 

【問 題 解 決 パターン 1】 

  歩 み寄 り、一 番 良 い方 法 を見 つける 

  状 況 や環 境 を受 け入 れ、できる限 り最 善 を模 索 する 

【問 題 解 決 パターン 2】 

  自 分 を正 当 化 し、相 手 の考 えや意 見 を否 定 する 

  状 況 や環 境 のせいにする 

【問 題 解 決 パターン 3】 

  自 分 を否 定 し、相 手 の考 えや意 見 に頼 りきる 

  状 況 や環 境 と向 き合 うのを避 ける 

【問 題 解 決 パターン 4】 

  出 来 事 に圧 倒 され、一 人 で混 乱 してフリーズする 

  状 況 や環 境 に圧 倒 され、一 人 で混 乱 してフリーズする 

【問 題 解 決 パターン 1】 

建 設 的 ・健 康 的 な問 題 解 決 方 法 です。素 直 に受 け入 れ

て最 善 最 適 を見 出 すことで、良 い方 向 へ進 みます。 

【問 題 解 決 パターン 2】 

責 任 転 嫁 の問 題 解 決 方 法 です。自 分 を正 当 化 して自 己

改 善 を伴 わないので、成 長 がありません。 

【問 題 解 決 パターン 3】 

逃 避 的 な問 題 解 決 方 法 です。何 も考 えず相 手 に依 存 し

てしまうため、自 分 に力 が付 きません。 

【問 題 解 決 パターン 4】 

問 題 が起 こっていることを受 け入 れられません。徐 々に

社 会 で仕 事 をすることが困 難 になります。 

中村太郎税理士事務所


